
竜
　
　
女
　
　
の
　
　
妹

1
『
七
人
童
子
絵
詞
』
の
資
料
的
価
櫓
に
及
ぶ
－
1

田

中

責

子

は
じ
め
　
に

『
放
鳥
本
地
』
は
、
主
人
公
で
あ
る
足
引
宮
の
婚
姻
詔
、
彼
女
の
苦
難
の
経

緯
、
そ
し
て
日
本
の
安
芸
国
へ
の
垂
述
語
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
か
つ
こ
と

が
出
来
．
る
。
こ
の
第
三
段
目
に
於
て
、
足
引
宮
と
夫
の
善
哉
王
、
子
供
の
太
子
の

三
人
は
」
自
国
を
捨
て
て
、
足
引
宮
を
復
活
せ
し
め
た
聖
人
の
投
げ
た
剣
に
導

か
れ
る
ま
ま
に
旅
立
つ
。
一
旦
は
剣
の
落
下
地
の
一
つ
で
あ
る
尺
迦
羅
国
に
落

ち
着
く
三
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
因
の
三
の
官
と
し
て
養
育
さ
れ
て
い
た
足
引

宮
の
妹
に
善
哉
王
が
心
を
移
し
た
の
で
、
絶
望
し
た
足
引
官
は
只
一
人
舟
に
乗

り
、
も
う
一
箇
所
の
落
下
地
で
あ
っ
た
日
本
へ
来
航
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
段
の
草
些
享
の
心
移
り
は
い
か
に
も
唐
突
で
必
然
性
に
乏
し
く
思
え
る

た
め
、
以
前
か
ら
研
究
者
に
疑
問
を
飽
か
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
早
く
は
小

①

　

　

　

　

旬

　

　

　

　

①

島
竣
礼
氏
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
、
松
本
隆
信
氏
、
白
石
一
美
民
ら
の
御
論
考
が

あ
る
。音

読
王
の
心
移
り
は
何
故
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
以
下
本
稿
で

は
、
心
移
り
の
相
手
で
あ
る
妹
宮
の
存
在
に
注
目
し
、
『
厳
島
本
地
』
に
至
る

刊
）

ま
で
の
放
島
縁
起
詔
に
於
る
妹
宮
の
発
生
と
展
開
を
辿
り
た
い
と
考
え
る
。

「
尺
迦
轟
国
の
妹
官
」
と
い
う
設
定
に
こ
め
ら
れ
た
、
H
姉
妹
神
、
口
竜
蛇
詔

と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
揺
起
詔
の
中
に
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
『
肢
島
本

地
』
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
の
か
を
述
べ
、
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
に

関
す
る
『
放
島
本
地
』
成
立
の
思
想
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
管
理
者

に
つ
い
て
一
っ
の
推
論
を
揖
山
し
て
み
た
い
。

H
　
「
足
引
宮
の
妹
」
と
「
尺
卸
羅
国
」

ま
ず
、
足
引
宮
の
妹
の
存
在
と
、
尺
迦
澤
田
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ

る
。
節
一
の
問
題
点
は
、
浮
気
の
相
手
は
な
ぜ
妹
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
設
定
と
し
て
、
小
島
氏
は
『
諏
訪
本
地
』

の
、
男
神
が
配
偶
者
以
外
の
女
神
に
導
っ
話
を
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
諏

⑤

訪
本
地
』
の
場
合
は
、
川
村
二
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
通
う
相
手
の
女

神
（
荒
船
大
明
神
）
の
出
自
を
、
諏
訪
の
縁
起
に
積
極
的
に
結
び
つ
け
て
語
り

た
い
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
足
引
宮
の
妹
は
、
厳
島

信
仰
に
於
て
重
要
な
神
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
『
放
鳥
本
地
』
の
当
該
箇
所

に
た
だ
一
度
登
場
す
る
場
面
を
愴
い
て
は
、
そ
の
出
自
ど
こ
ろ
か
存
在
さ
え
も

語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
尺
迦
荘
園
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
、
白
石
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

『
法
華
経
』
巻
第
五
「
提
婆
達
多
品
」
に
記
さ
れ
た
竜
女
成
仏
の
詔
を
想
起
さ

せ
よ
う
。
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蹟
島
神
の
縁
起
を
記
す
の
は
『
放
島
本
地
』
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
文
学
作

品
や
日
記
、
記
録
類
に
も
そ
れ
に
関
す
る
伝
承
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

足
引
官
の
前
生
詔
で
は
な
く
、
『
放
島
本
地
』
墾
二
段
に
相
当
す
る
垂
辺
詔
が

主
で
あ
る
が
、
そ
の
巾
に
厳
島
神
の
姉
妹
に
つ
い
て
記
す
も
の
が
見
出
せ
る
。

十
七
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
、
安
芸
・
描
後
地
方
の
地
誌
で
あ
る
『
芸
構
図
郡

志
』
　
（
続
々
群
書
類
従
・
九
）
の
厳
島
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

按
今
阿
波
国
小
鳴
戸
之
傍
堂
捕
有
レ
宮
号
二
膏
宮
一
又
称
l
l
安
芸
神
】
相

伝
厳
島
姫
命
之
妹
也
恐
田
心
姫
命
乎
　
膏
宮
即
沿
海
宮
乎

こ
れ
は
時
代
の
下
っ
た
資
料
で
あ
る
が
、
妹
官
の
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
更
に
中
世
ま
で
遡
り
う
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
尺

迦
羅
国
と
関
連
の
あ
る
竃
女
の
姿
を
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
資
料
は
、

十
五
世
紀
半
ば
、
相
国
寺
の
僧
、
埼
黙
周
鳳
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
厳
島
の
縁
起

詔
で
あ
る
（
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
、
大
日
本
古
記
録
。
返
り
点
は
私
に
付
し

た
）
。

背
推
古
天
王
御
字
、
一
美
婦
人
乗
レ
舟
来
、
今
所
レ
謂
厳
島
神
主
之
先
祖

某
、
問
二
婦
人
】
、
自
レ
何
来
、
日
、
我
同
二
観
海
上
l
、
畢
t
如
レ
此

島
之
放
一
、
将
】
レ
垂
こ
跡
　
此
間
、
婦
人
遂
化
成
二
大
蛇
一
、
…
…
又

明
神
託
宣
日
、
定
日
姉
菅
依
こ
文
殊
一
教
化
詣
こ
関
所
一
、
遂
往
二
南
方
尤

（

U

　

－

一

垢
世
界
、
然
后
不
レ
旬
二
所
在
一
、
吾
則
垂
啓
一
此
島
】
、
吾
妹
於
山
城

㊤

　

－

回
笠
秋
山
垂
逆
、
又
次
妹
於
伊
豆
江
島
垂
逆
石
々
、

㊤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
安
四
年
四
月
十
七
日
粂
）

傍
線
部
⑦
は
厳
島
神
を
蛇
身
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
竜
身
と
同
義
だ
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
傍
線
部
㊦
、
㊤
で
は
妹
神
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
㊥
で
は
、

厳
島
神
の
姉
が
電
女
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
①
の
竜
蛇
神
、
O
、
㊤
の
姉
妹

神
の
伝
承
が
こ
こ
で
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
に
於
て
厳
島
神
に

つ
い
て
の
二
つ
の
属
性
は
、
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
臥
雲
自
作
錨
』
に
躇
著
に
伺
え
る
姉
妹
神
、
竜
蛇
神
と
い
う
二
要
素
の
結

び
つ
き
は
、
『
放
鳥
本
地
』
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

が
唐
突
に
出
現
す
る
足
引
宮
の
妹
や
、
尺
迦
経
国
と
い
う
国
名
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。
撚
り
合
わ
さ
れ
た
一
木
の
糸
の
よ
う
に
、
姉
妹
神
と
竃
蛇
神
の
伝
承
は

絡
み
あ
い
な
が
ら
生
き
続
け
て
来
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

0
　
姉
妹
神
と
し
て
の
厳
島
神

－
　
宗
像
神
と
神
功
皇
后
説
話
　
－

本
節
で
は
、
要
素
H
の
姉
妹
神
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
。

姉
妹
神
の
設
定
は
、
隣
島
神
社
の
祭
神
を
宗
像
神
と
す
る
こ
と
に
一
つ
の
証

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
も
っ
と
も
古
い
資
料
は
、
南
北
朝
頃
の
成
立
と
　
l

さ
れ
る
が
そ
れ
以
前
の
伝
承
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
『
大
日
本
国
一
宮
記
』
　
　
1
3

（
群
青
親
従
二
一
）
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

伊
都
岐
嶋
神
社
。
（
割
）
天
照
琴
一
素
慧
鳴
】
誓
給
生
三
女
内
市
杵
嶋
姉
。

『
延
着
式
神
明
帳
頭
註
』
や
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
こ
の
説
を
引
く
が
、

こ
れ
ら
は
宗
像
三
女
祁
（
用
心
姫
、
満
津
拒
、
市
杵
嶋
舶
）
　
の
名
を
併
記
す

る
。
縁
起
詔
に
、
安
芸
漂
着
の
女
神
を
三
人
と
す
る
こ
と
が
見
え
る
の
は
、
こ

れ
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

瓶
内
に
三
人
の
貴
女
あ
り

（
『
源
平
盛
衰
記
』
巷
十
三
）

船
中
に
三
人
の
女
は
う
あ
り

（
『
七
人
童
子
絵
詞
』
）

敲
島
神
に
は
、
水
の
関
係
、
特
に
海
上
交
通
の
守
護
神
と
し
て
の
性
格
が
附

さ
れ
て
い
る
。
宗
像
神
も
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
海
人
族
の
祀
る
海
路



⑥

守
護
の
神
で
あ
っ
た
。
厳
島
神
を
宗
像
神
と
同
体
だ
と
す
る
説
は
、
こ
う
い
っ

た
両
者
の
性
格
の
共
通
性
と
、
女
神
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

宗
像
神
は
、
天
照
大
神
と
素
慧
鴫
尊
と
の
ウ
ケ
ヒ
の
際
に
生
ま
れ
た
神
々
で

あ
り
、
同
じ
親
（
紫
雲
鴫
尊
）
か
ら
同
時
に
誕
生
し
た
三
女
神
が
三
姉
妹
と
し

て
意
識
さ
れ
る
の
は
ど
く
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
海
人
族
の
祀
る
神
に
は
、
住

吉
三
神
の
よ
う
に
三
神
が
一
つ
の
神
格
と
倣
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
宗
像

神
と
厳
島
神
が
結
び
つ
い
た
と
き
、
厳
島
神
と
い
う
一
神
格
は
三
女
神
を
合
祀

し
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
厳
島
主
祭
神
は
三
女
神
の
内
の
誰
か
で
、
姉

妹
を
持
つ
と
い
う
伝
承
に
発
展
し
た
と
思
わ
れ
る
。

姉
妹
神
設
定
に
働
い
た
も
う
一
つ
の
要
素
は
、
宗
像
神
と
関
係
深
い
神
功
皇

后
を
め
ぐ
る
説
話
で
あ
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
　
（
国
史
大
系
）
　
に
、
既
に
神

功
皇
后
と
宗
像
神
と
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。

勅
遣
二
下
従
五
位
下
行
主
殿
権
助
大
中
臣
朝
臣
国
雄
一
。
奉
刊
幣
八
幡
大
菩

薩
宮
。
及
香
椎
店
。
宗
像
大
神
。
甘
南
備
神
士
。
告
文
日
。
…
…
亦
我
皇

．

．

．

．

．

　

．

．

1

．

．

．

．

．

．

t

　

°

°

大
神
波
。
掛
毛
長
収
大
昔
日
姫
乃
。
彼
新
羅
人
手
降
伏
賜
時
加
。
相
共

°

　

°

　

°

　

’

加
レ
カ
結
腸
大
。
我
朝
子
救
賜
比
守
賜
茶
利
。

航
路
守
護
神
と
し
て
、
神
功
皇
后
の
新
羅
出
征
に
力
が
あ
っ
た
神
に
、
宗
像

神
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

神
功
皇
后
説
話
は
、
中
世
に
於
て
も
っ
と
も
好
ん
で
語
ら
れ
た
神
々
の
詔
の

一
つ
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
、
文
永
・
弘
安
の
役
に
よ
り
異
国
の
襲
来
を
経
験
し

た
我
が
国
で
は
、
事
わ
ゆ
る
「
神
国
意
識
」
が
興
隆
し
、
異
国
征
伐
の
第
一
号

た
る
神
功
皇
后
新
羅
出
征
詔
は
、
『
記
紀
』
の
頃
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
熱
意

を
以
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
車
で
、
宗
像
神
と
同
様
に
出
征

の
守
護
神
と
し
て
厳
島
神
と
神
功
説
話
と
の
接
触
が
行
わ
れ
た
。

『
日
本
昏
紀
』
の
「
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
」
に
は
、
新
羅
出
征
の
勝
敗
を
占

う
た
め
、
真
后
が
水
に
入
っ
て
髪
を
流
す
場
面
が
あ
る
。

「
吾
、
神
祇
の
教
を
被
け
、
皇
祖
の
霊
を
頼
り
て
、
沿
海
を
浮
捗
り
て
、

窮
ら
酉
を
征
た
む
と
す
。
是
を
以
て
、
頭
を
海
水
に
源
が
し
む
。
若
し
験
有
ら

ば
、
髪
自
ら
分
れ
て
両
に
為
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
即
ち
海
に
入
れ
て
洗
ぎ
た
ま

ふ
に
、
髪
自
づ
か
ら
分
れ
ぬ
。

（
仲
哀
九
年
四
月
、
梵
欝
㌢
竿
し
。
）

同
じ
箇
所
が
、
十
四
世
紀
の
『
八
幡
愚
意
訓
』
　
（
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁

起
』
甲
本
）
　
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

御
髪
ヲ
河
二
浸
セ
バ
、
水
神
・
竜
神
ノ
二
人
ノ
竃
女
参
り
、
御
髪
ヲ
二
ニ

分
ク
。
此
竜
神
女
ハ
厳
島
大
明
神
、
水
神
女
ハ
宗
像
ノ
大
明
神
ト
後
ニ
ハ

顕
レ
給
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
こ
で
は
、
出
征
を
勝
利
に
導
く
神
と
し
て
宗
像
、
放
鳥
の
二
神
の
霊
験
が
　
1
4

強
調
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
宗
像
神
と
結
び
つ
い
た
放
島
神
は
、
そ
　
一

れ
を
媒
介
と
し
て
神
功
皇
后
説
話
と
も
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

神
功
皇
后
、
宗
像
神
、
厳
島
神
三
者
の
関
係
は
、
更
に
拡
大
さ
れ
、
『
長
門

本
平
家
物
語
』
の
よ
う
に
、
四
人
姉
妹
と
い
う
設
定
ま
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。

厳
島
大
明
神
と
中
は
旅
の
神
に
て
ま
し
ま
す
、
仏
法
興
隆
の
あ
る
じ
、
慈

悲
第
一
の
明
神
な
り
、
婆
璃
羅
恕
王
の
狼
八
歳
の
竜
女
に
は
い
も
う
と
、

神
功
皇
后
に
も
い
も
う
と
、
淀
姫
に
は
あ
ね
な
り
、

（
巻
五
「
放
島
次
第
事
」
）

長
女
が
竜
女
、
次
女
が
神
功
皇
后
、
そ
し
て
妹
の
存
在
と
い
っ
た
四
人
姉
妹

の
設
定
は
、
先
に
挙
げ
た
『
臥
雲
日
件
録
』
な
ど
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
姉
妹
神
の
設
定
は
、
宗
像
神
に
始
ま
る
三
人
か
ら
、
神
功
皇



后
を
取
り
込
ん
だ
四
人
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
姉
妹
神
伝

承
の
背
景
と
そ
の
展
開
の
輪
郭
を
辿
っ
た
。

臼
　
毒
蛇
神
と
し
て
の
厳
島
神

前
節
で
引
用
し
た
『
長
門
本
平
家
物
語
』
で
は
、
姉
妹
神
設
定
に
当
っ
て
、

「
婆
璃
羅
鵠
王
」
と
の
親
子
関
係
の
中
に
厳
島
神
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、

「
没
姫
」
と
い
う
第
四
女
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
淀
姫
」
は
、
厳
島
縁

起
翠
の
第
二
の
要
素
で
あ
る
竜
蛇
神
伝
承
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
田
末
位
氏
『
大
日
本
地
名
辞
む
』
の
腋
島
の
条
に
、
次
の

よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

按
ふ
に
、
長
門
本
縁
起
は
、
宗
像
神
、
海
童
神
、
八
幡
の
姫
神
、
神
武
天

皇
の
東
征
、
井
に
佐
伯
部
の
配
流
等
を
取
合
せ
て
文
を
成
し
た
り
、
風
音

意
多
し
、

厳
島
神
第
四
女
の
淀
姫
は
、
吉
田
氏
の
言
う
「
八
幡
姫
神
」
の
影
響
を
受
け

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
淀
姫
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
女
性
は
、

『
八
幡
愚
童
訓
』
　
（
甲
本
）
に
神
l
抄
皇
后
の
妹
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

「
皇
后
ノ
御
妹
塁
姫
ハ
、
如
来
ノ
相
好
ノ
如
ク
シ
テ
寧
一
世
二
類
一
御
姿

イ
カ
ヂ
ヵ

也
。
縦
ヒ
竜
畜
ノ
身
也
共
、
此
女
人
ニ
ハ
争
心
ヲ
不
レ
解
。
豊
姫
ヲ
迫
シ

給
へ
。
」

干
清
自
在
の
竜
神
の
宝
珠
を
取
り
に
、
皇
后
が
妹
を
竜
宮
に
遣
わ
す
場
面
で

カ

あ
を
こ
の
「
豊
姫
」
は
、
八
幡
大
菩
薩
と
併
祀
さ
れ
る
八
幡
姫
神
、
す
な
わ

ち
豊
玉
姫
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

豊
玉
姫
と
は
『
記
紀
』
神
話
に
登
場
す
る
竜
王
の
娘
で
あ
り
、
『
八
幡
愚
童

訓
』
で
「
水
神
・
竜
神
ノ
女
」
と
さ
れ
る
宗
像
・
放
島
神
と
は
容
易
に
結
び
つ

く
。
ま
た
、
豊
玉
姫
に
は
玉
依
姫
と
い
う
妹
が
お
り
、
姉
妹
神
と
い
う
点
か
ら

も
共
通
性
が
見
出
せ
る
。
従
っ
て
、
豊
玉
姫
に
源
を
発
す
る
「
淀
姫
」
は
、
竜

蛇
神
と
い
う
要
素
を
姉
妹
神
伝
承
の
上
に
重
ね
合
わ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と

い
え
る
。
厳
島
周
辺
の
伝
承
に
於
る
、
姉
妹
神
、
竜
蛇
神
の
二
要
素
の
接
点

は
、
こ
の
『
八
幡
愚
意
訓
』
に
至
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
『
臥
雲
日
件
録
』
な
ど
に
見
え
る
、
「
婆
璃

羅
寵
王
の
女
」
と
し
て
の
竜
女
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
豊
玉
姫

説
話
は
竜
蛇
神
伝
承
を
引
き
起
す
源
で
は
あ
る
が
、
厳
島
縁
起
に
み
え
る
竜
女

は
、
こ
の
よ
う
な
神
話
的
世
界
の
竜
神
の
面
影
を
も
う
留
め
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
実
に
仏
教
的
な
色
彩
の
強
い
、
謹
法
善
神
と

し
て
の
竜
神
に
他
な
ら
な
い
。

仏
教
色
の
濃
い
竜
蛇
神
の
諸
相
を
見
る
た
め
、
中
世
に
頻
繁
に
現
わ
れ
た

「
竜
王
の
娘
」
説
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

㈹
コ
ノ
イ
ツ
ク
シ
マ
ト
云
フ
ハ
寵
王
ノ
ム
ス
メ
ナ
リ
ト
申
ツ
タ
へ
ク
リ

（
『
愚
管
抄
』
巻
五
、
安
徳
、
古
典
大
系
）

何
問
。
明
神
御
本
誰
人
郡
。
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谷
。
安
芸
国
厳
嶋
明
神
託
宣
云
、
柁
是
裟
親
羅
鵠
王
女
子
也
。
姉
是
法

花
提
婆
品
之
時
即
身
成
仏
畢
。（

『
寺
徳
集
』
、
続
群
晋
類
従
・
二
十
八
）

H
宮
人
こ
た
へ
け
る
は
、
「
是
は
よ
な
、
裟
掲
羅
龍
王
の
第
三
の
姫
宮
、

脂
蔵
界
の
垂
連
な
り
」（

『
平
家
物
語
』
巻
二
「
卒
都
婆
流
」
、
古
典
大
系
）

昌
さ
れ
と
も
、
つ
た
へ
聞
侍
る
所
は
、
か
た
し
け
な
く
も
当
社
大
明
神
の

【
毛
接
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裟

御
す
い
し
ゃ
く
を
た
つ
ぬ
れ
ハ
、
あ
ま
て
ら
す
お
ほ
ん
神
の
初
孫
、
L
や

喝

　

毘

　

悦

王

）

か
つ
ら
り
う
わ
う
の
第
三
の
姫
官
に
て
お
ハ
し
ま
す
、

（
『
七
人
童
子
絵
詞
』
）



こ
れ
ら
の
資
料
は
、
神
を
仏
の
迩
身
と
す
る
本
地
垂
逆
思
想
に
則
っ
た
も
の

で
あ
る
。
殆
ん
ど
の
神
が
そ
の
本
地
と
し
て
仏
菩
薩
や
天
部
を
持
ち
、
更
に
は

神
同
志
、
仏
同
志
の
問
に
さ
え
本
辺
関
係
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
思
想
が
盛
ん
な
時
代
に
、
放
島
神
も
神
話
的
世
界
に
影
響
さ
れ
た
竜
神
信

仰
に
ひ
か
れ
て
、
同
じ
竜
王
の
狼
で
あ
る
裟
璃
羅
国
の
第
三
の
姫
宮
が
本
地
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
豊
玉
姫
説
話
を
源
と
す
る
竜
神
信
仰
は
、
厳
島
に
於
る
仏
教

勢
力
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
『
法
華
経
』
巻
五
の
竜
女
へ
の
信
仰
へ
と
移
り
変
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
諸
例
に
見
ら
れ
る
巌
島
神
竜
女
説
は
、
神
仏
習

合
思
想
の
興
隆
し
た
時
期
の
厳
島
信
仰
の
形
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

⑧

厳
島
は
、
十
二
世
紀
頃
か
ら
仏
教
と
の
習
合
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
中
で

も
侍
に
密
教
の
進
出
の
圧
合
い
が
大
き
く
、
ま
ず
島
内
に
侵
入
し
た
仏
教
は
天

台
系
で
あ
っ
た
。
島
の
神
仏
習
合
の
様
相
を
反
映
し
て
か
、
天
台
宗
寺
門
派
の

伝
承
に
は
神
話
的
竜
神
と
仏
教
的
竜
神
の
混
合
し
た
形
が
見
ら
れ
、
仏
教
守
護

神
と
し
て
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
渡
期
の
竜
神
の
様
相
が
明
ら
か
で
あ

る
。

タ

チ

†

チ

丁

ラ

タ

ノ

　

り

ン

チ

　

タ

チ

ト

コ

ロ

安
西
歳
之
寵
女
忽
　
改
＝
五
時
之
鱗
】
。
立
・
笑
l
二
二
従
之
高
じ
　
即

身
得
二
十
種
号
一
。
即
心
撃
二
二
菩
提
一
。

父
婆
璃
罪
。
母
活
滝
神
丼
空

玉
姫
。
玉
依
頼
。

（
『
園
城
寺
伝
記
』
五
－
六
、
大
日
本
仏
教
全
霊
6
5
）

こ
の
箇
所
は
特
に
厳
島
神
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
『
法
華

経
』
の
竃
女
の
話
の
条
に
神
話
的
竜
神
で
あ
る
豊
玉
姫
、
王
依
姫
の
名
が
挙
が

っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
厳
島
神
が
仏
教
守
護
の
竃
女
へ
と
変
貌
し
た
の

も
、
「
父
裟
喝
羅
」
、
「
母
…
…
豊
玉
姫
。
玉
依
姫
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
字

通
り
仏
教
と
神
話
的
世
界
と
の
結
合
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

何
　
『
巌
島
本
地
』
と
法
華
経

さ
て
、
こ
こ
で
『
厳
島
本
地
』
に
戻
っ
て
竜
女
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
厳
島
緑
起
語
に
は
竜
女
の
伝
承
が
環
出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

を
受
け
て
成
立
し
た
『
蹟
島
本
地
』
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
放
島
神
を
竜
女
、

な
い
し
は
竜
王
の
娘
と
記
す
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
足
引
官
の
出

自
を
次
の
よ
う
に
語
る
と
き
、
婆
璃
鐸
寵
王
の
第
三
の
姫
を
充
分
意
識
し
て
い

る
の
は
間
違
い
な
い
。
縁
起
詔
に
見
ら
れ
る
伝
承
を
『
放
島
本
地
』
へ
と
作
品

化
す
る
際
に
、
表
面
へ
は
出
さ
ず
背
後
に
童
女
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
た
め
の

技
法
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
も
、
こ
れ
よ
り
西
に
同
あ
り
、
北
ハ
因
の
な
を
ば
西
城
同
と
な
づ
く
、

そ
の
国
の
王
の
御
な
を
ば
天
日
王
と
申
、
三
番
に
あ
た
り
給
ふ
ひ
め
み

や
、
足
引
の
み
や
と
岬
奉
る
こ
そ
、

（
天
理
図
月
＝
館
本
、
『
室
町
時
代
物
語
集
H
』
）

『
放
島
太
地
』
が
、
こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
の
竜
女
を
意
識
し
て
物
語
を

構
築
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
部
分
に
於
て
も
『
法
華
経
』
巻
互
の
信

仰
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

足
引
宮
が
無
実
の
罪
に
よ
っ
て
武
士
に
引
立
て
ら
れ
る
場
面
で
、
彼
女
は

『
法
華
経
』
巻
玉
を
手
に
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
茄
立
を
有
す
る
『
熊
野

⑨

本
地
』
諸
本
の
当
該
箇
所
で
は
『
法
華
経
』
に
つ
い
て
は
何
の
言
放
も
な
い
。

こ
ん
で
い
の
は
つ
け
き
や
う
の
五
の
ま
き
を
、
ひ
だ
り
の
御
て
に
も
た
せ

（
倉
混
）
　
　
　
　
　
（
法
華
経
）

た
ま
ひ
て
出
さ
せ
給
へ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
）

こ
れ
は
、
当
本
地
独
自
の
記
事
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
法
華
経
』
は
他

に
も
登
場
す
る
。
京
城
国
（
善
哉
王
の
故
郷
）
　
に
代
々
伝
わ
る
宝
の
扇
に
は
、

三
千
世
界
、
吉
祥
天
女
と
、
金
泥
の
『
法
華
経
』
が
描
か
れ
て
い
た
。
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ま
た
此
君
に
、
八
拾
弐
代
っ
た
わ
る
御
た
か
ら
あ
り
、
別
の
も
の
に
て
は

あ
ら
ず
、
扇
に
て
俣
け
る
、
…
…
三
つ
の
ゑ
を
こ
そ
か
き
に
け
る
、
ひ
と

つ
に
は
、
い
な
が
ら
三
千
大
手
世
界
を
、
ま
な
こ
の
ま
へ
に
つ
く
す
、
ふ

た
つ
北
は
金
で
い
の
法
華
経
を
う
つ
し
か
き
、
中
の
一
間
に
は
、
天
下
第

一
の
み
め
よ
き
女
房
を
ぞ
か
き
た
り
け
る
、

（
天
理
本
）

こ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
文
に
『
法
華
経
』
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
箇
所

が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
足
引
宮
が
山
中
で
斬
首
さ
れ
か
け
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

や
か
て
、
ひ
き
あ
げ
奉
り
、
す
て
に
、
御
く
び
う
た
ん
と
し
け
れ
ば
、

つ
る
き
た
ん
／
＼
に
、
お
れ
た
り
、

（
自
峯
寺
本
、
『
神
遺
物
語
集
』
）

こ
れ
は
、
『
法
華
経
』
↓
普
門
晶
」
を
踏
ま
え
た
表
現
と
思
わ
れ
る
。

い
の
ち

或
は
王
難
の
苦
に
遭
ひ
、
刑
せ
ら
る
1
に
臨
み
て
寿
終
ら
む
と
飲
む
に
、

観
音
の
力
を
念
ぜ
ば
、
刀
は
尋
に
段
々
に
壊
れ
な
む
。

に
は
か
　
　
　
　
　
ぶ

（
岩
披
文
庫
、
昏
下
し
）

ま
た
、
足
引
宮
が
蘇
生
し
た
後
、
夫
や
子
と
一
緒
に
蘇
生
の
術
を
行
っ
た
聖

人
に
奉
仕
す
る
場
面
は
、
「
提
婆
達
多
晶
」
に
依
拠
す
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
も
大
わ
う
は
、
み
ね
の
薪
を
ひ
ろ
ひ
た
ま
へ
ば
、
き
さ
き
わ
う
じ
は

も
ろ
と
も
に
、
た
に
の
み
づ
を
く
み
て
、
ひ
じ
り
の
御
お
ん
、
お
く
り
た

ま
ふ
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
）

一
U
．
こ

王
は
仙
の
言
を
閲
き
て
。
歓
喜
し
踊
躍
し
。
即
ち
仙
人
に
随
っ
て
。
須
む

こ

C

，

ハ

　

　

　

ー

　

ー

l

一

－

　

－

－

．

．

1

：

る
所
を
供
給
し
て
。
菜
を
採
り
水
を
汲
み
。
薪
を
拾
ひ
食
を
設
け
。

（
岩
波
文
庫
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
『
厳
島
本
地
』
に
投
影
さ
れ
た
『
法
華
経
』
の
影
は
凍

き
く
、
当
本
地
が
法
華
経
信
仰
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。
成
島
信
仰
史
に
於
け
る
法
華
経
信
仰
の
源
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
十
二
世
紀
よ
り
平
氏
と
い
う
権
門
の
擁
護
を
受
け
て
発
展
し
た
放
島
社
に

と
っ
て
は
、
平
清
盛
が
奉
納
し
た
『
法
華
経
』
二
十
八
巻
（
い
わ
ゆ
る
「
平
家

⑳

納
経
」
）
　
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
華
経
信
仰
の
広
ま
り
は
、

竜
女
を
除
く
と
厳
島
縁
起
詔
に
は
不
思
議
な
く
ら
い
影
が
薄
く
、
当
本
地
に
特

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
厳
島
本
地
』
の
原
型
は
神
社
側
に
よ
る
結
線
勧

誘
の
唱
導
で
あ
る
の
で
、
神
社
が
「
平
家
納
経
」
を
用
い
て
法
華
経
信
仰
を
広

め
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

田
　
女
性
と
法
華
経
信
仰

で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
華
経
信
仰
が
何
故
『
厳
島
本
地
』
成
立
の
基
盤
と
な

っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
放
島
神
竜
女
説
の
生
ま
れ
た
背
景
も
合

わ
せ
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

『
厳
島
本
地
』
は
、
文
献
と
し
て
の
固
定
を
み
る
前
に
、
様
々
な
口
承
の
場

を
経
て
来
た
語
り
の
文
芸
で
あ
る
。
縁
起
と
い
う
も
の
は
、
本
来
寺
社
の
人
々

に
よ
っ
て
、
神
仏
へ
の
結
線
を
勧
め
る
た
め
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

唱
導
の
場
に
は
当
然
語
り
手
と
聞
き
手
が
存
在
す
る
。
緑
起
の
享
受
者
と
は
、

こ
の
語
り
手
と
聞
き
手
の
両
方
を
含
め
て
言
う
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
縁

起
は
享
受
者
の
持
つ
信
仰
や
伝
承
を
吸
収
す
る
性
質
を
持
ち
、
享
受
者
が
縁
起

の
成
長
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
法
華
経
信
仰
と
そ
れ
に

伴
う
竜
女
の
信
仰
も
、
こ
う
い
っ
た
享
受
者
た
ち
か
ら
汲
み
上
げ
た
彼
等
の
信

仰
の
反
映
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

竜
女
を
も
っ
と
も
よ
く
信
奉
し
て
い
た
だ
ろ
う
人
々
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は

言
う
ま
で
も
な
く
女
性
で
あ
ろ
う
。
本
来
イ
ン
ド
で
は
、
女
性
は
往
生
の
叶
わ
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な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
す
べ
て
の
者
が
成
仏
で
き
る
と
説

く
大
乗
仏
教
の
教
え
に
背
く
の
で
、
女
性
の
往
生
を
説
く
軽
少
が
幾
つ
か
生
ま

れ
た
。
一
つ
は
『
無
風
出
方
経
』
に
あ
る
阿
弥
陀
四
十
八
願
の
う
ち
の
第
三
十
五

願
、
も
う
一
っ
は
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
『
法
華
経
』
の
「
提
婆
達
多
品
」

で
あ
る
。

女
性
た
ち
は
、
こ
の
「
提
婆
品
」
に
説
か
れ
た
竜
女
成
仏
を
以
て
我
が
身
の

往
生
を
鳳
っ
た
ら
し
く
、
平
安
時
代
か
ら
文
芸
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ

の
代
表
的
な
例
が
、
次
の
赤
染
街
門
の
歌
で
あ
る
。

わ
た
つ
み
の
宮
を
い
で
た
る
程
も
な
く
さ
は
り
の
外
に
な
り
に
け
る
か
な

（
「
赤
染
街
門
集
」
聖
　
『
私
家
集
大
成
』
中
古
Ⅲ
）

ま
た
、
今
様
に
も
竜
女
を
歌
っ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
竜
女

成
仏
を
テ
ー
マ
と
し
た
歌
が
か
な
り
人
の
口
の
端
に
上
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

竜
女
は
仏
に
成
り
に
け
り
、
な
ど
か
我
等
も
な
ら
ざ
ら
ん
、
五
晴
の
雲
こ

そ
厚
く
と
も
、
如
来
月
的
隠
さ
れ
じ

（
『
梁
蹟
秘
抄
』
轡
岩
波
又
錘
）

『
放
島
本
地
』
と
そ
の
周
辺
の
伝
承
に
現
わ
れ
る
竃
女
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
な

女
性
た
ち
の
提
婆
品
信
仰
が
形
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当

本
地
の
本
文
に
、
女
性
の
享
受
者
を
意
識
し
た
教
訓
的
な
評
語
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。（

天
）
　
　
（
仰
ぎ
）
　
　
（
愈
旗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
，
．
，
，

（
后
た
ち
が
）
　
て
ん
に
あ
を
き
せ
ん
き
し
給
ふ
た
く
み
こ
そ
お
そ
ろ
し
け

・わ・

（
慶
応
大
学
囲
む
館
本
、
『
駒
沢
国
文
』
1
5
日
吉

（

マ

マ

）

　

　

　

　

　

　

　

，

，

，

，

，

，

，

，

・

，

，

，

，

あ
わ
れ
女
房
ほ
ど
は
か
な
く
つ
た
な
き
も
の
は
な
し

（
天
理
本
）

さ
て
、
放
島
社
が
他
の
社
寺
に
比
べ
て
特
に
女
性
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
と

い
う
事
実
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
厳
島
野
坂
文
書
」
の
中
に
、
或
る
女
性
の

原
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
女
性
に
と
っ
て
我
が
身
の
五
障
た
る
こ

と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
さ
せ
る
悩
み
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

…
…
信
心
女
大
施
主
藤
原
二
子
日
来
之
間
致
沐
沿
清
浄
、
…
…
天
於
女
人

之
身
月
水
之
悼
班
為
常
、
無
其
止
期
永
引
事
、
即
神
明
之
御
タ
ゝ
リ
カ
ト

所
歎
巾
也
、
…
…

（
「
放
島
野
坂
文
盤
」
一
七
九
言
誓
文
応
二
年
＜
三
空
∨
四
月
十
三

日
付
、
『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
編
目
）

『
神
遺
集
』
な
ど
に
女
性
の
月
水
を
神
が
忌
む
こ
と
を
記
す
よ
う
に
、
普
通

⑪

大
抵
の
神
社
で
は
月
水
は
禁
忌
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ご
く
個
人
的
な

悩
み
に
つ
い
て
厳
島
神
の
加
護
を
求
め
た
こ
の
女
性
の
鳳
文
の
存
在
は
、
厳
島

神
が
女
性
の
憬
い
を
受
け
入
れ
る
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。竜

女
が
成
仏
す
る
姿
に
、
享
受
者
の
女
性
た
ち
は
我
が
身
の
願
い
を
託
し
た

の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
は
、
『
放
島
本
地
』
に
於
て
「
第
三
の
姫

宮
」
で
あ
る
足
引
宮
が
、
悶
難
を
経
た
上
で
明
神
と
顕
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
享
受
者
に
と
っ
て
足
引
官
は
竜
女
で
あ
り
、
宮
が

神
と
な
る
こ
と
は
、
竜
女
が
仏
に
な
る
こ
と
と
等
し
い
の
で
あ
る
。
享
受
者

は
、
自
ら
の
往
生
へ
の
希
求
を
主
人
公
の
神
へ
の
再
現
に
託
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。足

引
宮
が
神
と
な
る
た
め
に
は
、
一
旦
「
尺
迦
罪
因
」
に
大
と
子
供
を
置
い

て
一
人
で
垂
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
厳
島
の

女
神
の
垂
逆
は
、
勿
論
夫
や
子
供
連
れ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
足
引
宮
に
竜
女
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
も
、
婆
璃

羅
寵
王
の
娘
を
連
想
さ
せ
る
名
の
「
尺
迦
罪
因
」
に
結
録
す
る
必
要
が
あ
っ
た
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の
で
あ
る
。

ー　る⑳こ

竜
女
と
厳
島
神
が
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
足
引
官
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る

と
は
、
厳
島
神
が
当
本
地
の
最
後
の
部
分
で
弁
才
天
と
な
る
場
面
か
ら
も
判

。
弁
才
天
は
、
十
四
世
紀
初
頭
成
立
の
『
深
見
拾
葉
集
』
に
よ
る
と
竜
女
と

⑲

体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
足
引
宮
宜
－
放
島
神
＝
弁
才
天
＝
竜

女
と
い
う
等
式
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
り

と
も
あ
れ
、
「
尺
迦
羅
国
」
の
妹
宮
は
、
享
受
者
の
女
性
た
ち
の
竜
女
信
仰

と
、
敬
島
縁
起
詔
に
見
え
る
姉
妹
神
伝
承
と
が
溶
け
合
っ
た
結
果
、
必
然
的
に

創
出
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

内
　
唱
導
著
に
つ
い
て
の
仮
説

－
　
『
七
人
琶
子
絵
詞
』
を
め
ぐ
っ
て
1

本
節
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
「
厳
島
本
地
」
の
享
受
者
が
主
に
女
性
で
あ

り
、
作
品
の
内
容
に
は
彼
等
の
信
仰
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
推
定
を
述
べ

た
。
放
後
に
、
．
そ
の
語
り
手
の
位
相
を
考
え
、
合
わ
せ
て
語
り
手
を
推
定
す
る

上
で
大
き
な
手
掛
り
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
『
七
人
藍
子
絵
詞
』
に
つ
い
て
述

べ
た
い
。

語
り
物
の
場
合
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
刻
々
と
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
語
り
手
が
改
作
者
と
し
て
参
加
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
特
に
顕
著
な
傾
向
と
し
て
は
、
語
り
手
が
し
ば
し
ば
登
場
人
物
と
同
化
す

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
時
に
は
端
役
と
し
て
、
ま
た
時
に
は
主
人
公
と
し

⑯

て
、
語
り
手
を
彷
彿
と
す
る
存
在
が
作
品
に
登
場
す
る
。

そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
語
り
手
は
語
り
物
を
あ
た
か
も
自
分
の
身
近
に

起
こ
っ
た
事
件
と
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
聞
き
手
に
は
強
い
臨
場
感
を

与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
仏
典
に
於
る
本
生
譜
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
前
世
の
物
語
を
語
っ
た
後
で
、
「
実
は
今
語
っ
て

聞
か
せ
た
の
は
こ
の
私
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
告
げ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る

が
、
語
り
手
の
実
体
験
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
を
超
え
て
、
語
ら
れ
た
内
容
の

り

ア

り

サ

イ

質
実
味
が
鮮
か
に
浮
か
び
上
が
る
手
法
だ
と
い
え
る
。
「
肢
島
木
地
」
で
も
こ

の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
語
り
手
は
主
人
公
の
足
引
宮
と
重
ね

合
わ
さ
れ
う
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
の
主
題
上
、
神
と
現

じ
、
ま
た
成
仏
を
果
た
し
た
足
引
宮
白
身
の
ロ
か
ら
、
前
世
の
苦
難
と
成
仏
へ

の
過
程
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。

足
引
官
と
同
化
し
う
る
女
性
で
、
し
か
も
唱
導
を
行
う
人
物
を
考
え
れ
ば
、

自
ら
厳
島
の
巫
女
で
あ
る
内
侍
の
存
在
が
浮
上
し
て
来
る
。
内
侍
は
、
．
巫
女
の

中
で
も
特
に
高
い
格
を
与
え
ら
れ
、
神
を
降
し
て
託
宣
し
た
り
、
神
楽
、
伎
楽

⑮

な
ど
の
芸
能
を
行
っ
た
こ
と
が
記
事
に
見
え
る
。
内
侍
が
唱
導
を
行
っ
た
確
か
　
一

⑬

な
記
録
は
見
出
せ
な
い
が
、
今
様
の
朗
詠
を
行
っ
た
形
跡
は
あ
り
、
今
様
に
宗
　
1
9

教
的
な
内
容
の
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
神
社
側
が
宣
伝
の
た
め
内
侍
に
唱
導
一

を
さ
せ
た
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
る
。

足
引
宮
、
つ
ま
り
厳
島
神
が
前
世
許
を
語
る
と
い
う
構
造
の
原
型
は
、
巫
女

に
神
が
肯
い
た
と
き
に
な
さ
れ
る
託
宣
に
見
出
さ
れ
る
。
放
島
神
と
内
侍
の
イ

メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い
を
用
い
て
、
内
侍
が
語
る
神
の
言
葉
が
敢
行
さ
れ
、
次

第
に
緑
起
語
の
形
態
を
撃
空
し
い
っ
た
と
い
う
過
程
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。そ

の
た
め
に
は
、
一
般
に
内
侍
と
厳
島
神
を
同
一
視
す
る
傾
向
が
浸
透
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
幾
つ
か
の
例
が
確
認
出
来
る
。

あ
る
ひ
は
け
だ
か
き
女
房
の
う
し
ろ
の
し
や
う
じ
に
う
つ
り
て
宝
殿
に
む

か
ひ
た
ま
へ
る
す
が
た
を
見
た
る
な
ど
中
人
も
あ
り

（
『
高
倉
院
厳
島
御
幸
記
』
、
群
苔
類
従
は
）



院
の
臣
下
が
見
た
の
は
お
そ
ら
く
内
侍
の
一
人
の
姿
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
を
女
神
だ
と
受
け
取
る
意
識
は
、
放
島
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
美
し
い
内
侍
に

二
重
映
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
長
門
本
平
家
物
語
』

巻
一
「
成
親
謀
叛
事
」
に
は
、
更
に
直
哉
な
記
述
が
あ
る
。

（
マ
マ
）

内
侍
達
を
ば
大
明
神
と
こ
そ
思
い
奉
、

（
国
憲
刊
行
会
本
）

こ
の
よ
う
に
、
当
本
地
は
、
厳
島
神
＝
弁
才
天
＝
足
引
宮
＝
内
侍
と
い
う
、

異
っ
七
レ
ベ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
う
ち
の
内
侍
は
、
実
際
に
こ
の
長
い
前
世
の
物
語
を
唱
導
し
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
緑
起
語
が
彼
女
達
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
足
引
宮
と
い
う

登
場
人
物
を
作
り
上
げ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
内
侍
は
、
厳
島
の
古
伝

承
を
基
に
物
語
的
な
縁
起
が
作
ら
れ
る
際
に
、
主
人
公
の
具
体
的
な
モ
デ
ル
と

な
っ
た
と
い
う
点
で
、
緑
起
語
か
ら
本
地
物
語
へ
の
重
要
な
転
換
軸
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。＊

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
第
二
節
で
も
取
り
上
げ
た
『
七
人
童
子
絵

詞
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
足
引
官
の
前
生
詔
を
含
ま
な
い
厳
島
縁
起
で
、
現
在

の
と
こ
ろ
天
下
の
孤
本
で
あ
る
。
主
人
公
の
妻
に
な
る
内
侍
が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
点
で
、
縁
起
と
内
侍
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
を
知
る
に
は
好
資
科
で
あ

る
。本

絵
巻
は
十
七
世
紀
中
葉
に
製
作
さ
れ
た
二
巻
本
で
、
茨
城
県
那
珂
群
弘
頗

⑳

寺
の
所
蔵
に
な
る
　
（
県
立
歴
史
館
寄
託
）
。
製
作
年
代
が
新
し
い
こ
と
か
ら
今

ま
で
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
時
代
を
遡
る
も
の

と
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
本
絵
巻
の
概
容
を
示
そ
う
。

安
芸
国
司
・
広
沢
中
納
言
吉
光
は
、
任
国
で
見
染
め
た
内
侍
・
さ
衣
を
妻

と
す
る
。
さ
衣
は
出
産
の
際
に
蛇
身
と
な
っ
て
七
つ
の
卵
を
生
む
が
、
夫

に
見
ら
れ
た
の
を
恥
じ
、
雲
に
乗
っ
て
去
る
。
卵
は
順
調
に
成
長
し
、
立

派
な
七
人
の
男
子
と
な
り
、
各
々
宮
中
で
重
用
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中

納
言
家
の
繁
栄
を
妬
ん
だ
者
の
認
言
に
よ
り
子
供
達
は
流
罪
と
な
る
。
安

°

　

°

　

°

　

°

芸
国
へ
流
さ
れ
た
嫡
子
の
よ
し
な
を
は
、
徒
然
を
慰
め
る
た
め
厳
島
神
社

へ
参
詣
す
る
。
そ
こ
で
大
明
神
に
会
い
縁
起
を
閃
く
。
七
人
の
童
子
は
、

大
明
神
の
お
ぼ
し
め
L
に
よ
り
晴
れ
て
罪
を
許
さ
れ
、
再
び
長
く
宮
中
に

仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

豊
玉
姫
説
話
を
中
心
と
し
た
擬
音
的
な
物
語
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は

内
侍
・
さ
衣
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
さ
衣
そ
れ
自
身
は
あ
く
ま
で
内
侍
で
あ

っ
て
、
敷
島
神
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
中
に
彼
女
が
明
ら
か
に
厳
島

神
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
。

一
つ
は
さ
衣
を
蛇
身
と
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
即
ち
彼
女
が
厳
島
神
と
い
う

⑬

聖
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
中
納
言
が
要
に
去

ら
れ
た
後
、
陰
陽
師
に
事
の
次
第
を
打
ち
明
け
る
条
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
陰
陽

師
は
さ
依
の
素
姓
を
こ
の
よ
う
に
語
る
。

（
就
中
）

な
か
ん
つ
く
此
北
の
か
た
は
、
か
り
に
人
身
と
む
ま
れ
給
ふ
と
い
へ
と

（
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
方
　
便
）

も
、
は
ん
地
は
竜
神
也
。
か
の
い
つ
く
し
ま
の
御
は
う
へ
ん
に
よ
っ
て
、

御
身
と
こ
の
年
月
契
を
こ
め
給
ふ
。

「
本
地
」
な
ど
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
や
は
り
さ
衣
は
た
だ
の
内
侍
で

は
な
く
、
仮
り
に
人
の
身
と
現
わ
れ
た
厳
島
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
発
想
は
、
放
鳥
神
と
内
侍
の
一
体
説
な
く
し
て
は
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
他
、
厳
島
神
は
少
将
よ
し
な
を
望
別
に
老
人
の
姿
で
現
わ
れ
、
縁
起
を

語
る
が
、
『
平
家
物
語
』
巻
五
「
物
怪
の
沙
汰
」
で
、
本
来
は
女
神
の
放
島
神

が
束
帯
を
着
し
た
上
魂
の
姿
で
登
場
す
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
何
ら
不
自
然
な

⑲

こ
と
で
は
な
い
。
放
島
神
が
ど
ん
な
姿
に
で
も
変
化
出
来
る
こ
と
は
、
や
は
り

⑳

『
平
家
物
語
』
の
同
じ
巻
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
む
あ
れ
、
『
七
人
童
子
絵
詞
』
は
、
放
鳥
神
と
契
っ
た
中
納
言
家
の
繁
栄

を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
神
の
利
益
と
功
徳
を
説
い
た
緑
起
語
で
あ
る
と
い
え

る
。

『
七
人
童
子
絵
詞
』
の
成
立
は
内
容
か
ら
見
て
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
り
、

（

沙

鴎

ぽ

棺

王

）

神
の
本
地
を
「
L
や
か
つ
ら
り
う
わ
う
の
第
三
の
姫
宮
に
て
お
ハ
し
ま
す
」

と
、
中
世
に
流
布
し
て
い
た
説
を
記
し
た
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
曽
我
物

（
ひ

語
』
に
見
え
る
、
天
竺
の
女
が
五
百
の
卵
を
生
ん
だ
話
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、
原
型
は
中
世
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
の
背

景
に
、
内
侍
と
厳
島
神
の
一
体
説
の
流
布
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ

り
、
従
っ
て
足
引
官
の
物
語
が
成
立
し
た
頃
こ
の
よ
う
な
説
が
浸
透
し
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
足
引
官
物
語
に
於
て
物
語
へ

と
結
晶
し
た
内
侍
牲
放
鳥
神
説
は
、
更
に
そ
の
説
を
露
わ
に
す
る
方
向
を
歩

み
、
こ
の
絵
巻
の
物
語
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

放
島
の
縁
起
二
種
の
う
ち
、
ど
ち
ら
も
内
侍
を
意
識
し
て
成
立
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
内
侍
が
縁
起
に
深
く
関
与
し
て
い
た
事
情
を
伺
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
だ
け
か
ら
内
侍
を
唱
導
者
に
宛
て
る
の
は
些
か
早
計
の
感
を
免
れ

な
い
が
、
縁
起
に
も
っ
と
も
近
い
存
在
の
女
性
が
内
侍
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し

難
い
事
実
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

お
　
わ
日
ソ
に

「
放
鳥
本
地
」
の
善
哉
王
の
心
変
わ
り
の
謎
を
出
発
点
と
し
て
、
録
起
語
に

於
る
姉
妹
神
、
竜
蛇
神
の
伝
承
を
追
っ
て
来
た
が
、
こ
の
謎
は
結
局
、
・
女
性
享

受
者
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
で
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

緑
起
語
か
ら
室
町
時
代
の
本
地
物
語
へ
の
流
れ
を
考
え
る
と
き
、
一
見
プ
ロ

ッ
ト
の
展
開
上
無
意
味
に
思
え
る
も
の
に
も
、
そ
の
裏
に
脈
々
た
る
口
承
世
界

の
水
路
が
桟
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う

な
小
さ
な
要
素
の
一
々
を
取
り
上
げ
、
そ
の
背
景
を
考
え
る
こ
と
が
、
長
い
時

間
に
培
わ
れ
て
来
た
本
地
物
語
を
読
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

第
六
節
で
提
出
し
た
内
侍
唱
導
老
説
は
、
未
だ
こ
れ
を
具
体
的
に
実
証
す
る

資
料
を
見
出
し
て
は
い
な
い
の
で
、
今
後
の
調
査
研
究
を
期
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
語
り
物
と
い
う
流
動
的
な
も
の
に
つ
い
て
そ
の
語
り
手
を
特
定
す
る
の

は
、
や
や
も
す
れ
ば
慈
恵
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
敢
え
て
作
品
　
一

と
そ
の
周
辺
か
ら
、
或
る
程
度
語
り
手
の
位
相
を
推
定
す
る
試
み
を
行
っ
た
も
　
2
1

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

〔注〕①
『
群
書
解
題
』
三
、
「
厳
島
本
地
」
の
条
。
「
垂
跡
説
に
近
く
な
っ
て
、

不
必
要
か
と
恩
わ
れ
る
尺
迦
羅
国
で
、
善
哉
王
が
妃
の
妹
に
思
い
を
寄
せ
る

話
が
あ
る
が
、
な
ぜ
か
、
訪
諏
の
本
地
に
も
甲
賀
三
郎
が
、
妻
以
外
の
女
性

に
通
う
話
と
し
て
見
ら
れ
る
語
り
方
で
、
も
と
は
、
な
に
か
意
味
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
」

③
「
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
」
H
（
『
斯
道
文
庫
論
集
』
九
臨
）
。

「
…
…
こ
の
よ
う
に
尺
迦
羅
国
で
の
一
寸
し
た
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
謡
を
入
れ
た
の
か
と
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
こ

れ
は
、
足
引
宮
を
一
人
だ
け
先
に
日
本
へ
渡
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で



は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
」

◎
「
異
本
厳
島
の
御
本
地
『
宮
嶋
由
来
記
』
の
性
格
」
　
（
『
宮
崎
大
学
教
育

学
部
紀
要
』
3
6
号
）
。
「
本
地
語
に
お
い
て
種
々
の
苦
難
を
受
け
た
足
引
宮

が
正
覚
＝
t
（
中
略
）
…
す
る
に
は
沙
掲
羅
国
に
一
度
入
り
、
龍
女
に
緑
を
結

ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
l
＝
‥
‥
こ
の
結
線
は
文
芸
享
受
者
の
希
い
で
も

あ
る
。
」

④
「
厳
島
本
地
」
以
外
で
、
厳
島
の
縁
起
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
含
む

資
料
を
こ
う
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

⑤
『
語
り
物
の
宇
宙
』
　
（
講
談
社
、
一
九
バ
ー
ー
年
）
。
「
…
・
・
・
し
か
し
、
物
語
の

語
り
手
に
は
、
何
よ
り
も
、
′
彼
自
身
に
近
し
い
風
土
、
信
州
か
ら
上
州
野
州

に
か
け
て
の
土
地
の
代
表
的
な
神
々
の
素
姓
を
、
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
肝

要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
」

◎
『
日
本
書
紀
』
神
代
、
一
番
第
三
に
「
今
在
二
海
北
道
中
一
、
号
日
二
道

主
意
l
」
　
（
古
典
大
系
本
）
　
と
あ
る
。

⑦
「
豊
姫
」
と
「
よ
ど
姫
」
は
同
一
人
物
を
指
す
。
名
前
の
違
い
は
、
豊
玉

姫
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
「
と
よ
姫
」
が
転
靴
し
、
水
に
関
係
の
あ
る
用
字

を
宛
て
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
『
神
名
帳
頭
註
』
に
、
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。
「
…
…
肥
前
回
佐
嘉
郡
　
興
止
姫
神
有
こ
銃
座
二
名
豊
姫
一
名

淀
姫
」
　
（
大
系
本
『
風
土
記
』
よ
り
）
。

⑧
『
中
国
、
西
国
の
修
験
道
』
　
（
山
岳
宗
教
史
研
究
茫
苔
1
2
、
名
著
出
版
、

完
八
三
年
）
。

⑨
「
さ
て
八
し
ゃ
く
の
御
く
L
を
ゆ
り
な
か
し
、
い
て
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
こ

そ
、
あ
は
れ
な
り
、
」
　
（
杭
全
神
社
本
、
『
室
町
時
代
物
語
集
』
H
。
）
と

あ
り
、
女
御
の
髪
が
既
に
か
ら
ま
る
描
写
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳
こ
の
経
典
は
J
各
巻
々
頭
に
豪
華
な
絵
を
描
き
金
箔
を
施
し
た
、
美
術
史

的
に
も
価
倦
竺
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
当
本
地
の
「
金
泥
の
法
華
経
」
が
こ

れ
を
意
識
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

⑪
『
諸
社
禁
忌
』
　
（
綜
群
昏
類
従
、
三
下
）
　
に
は
厳
島
神
社
の
こ
と
は
見
え

な
い
が
、
詔
社
が
月
水
を
忌
ん
で
い
た
こ
と
は
伺
え
る
。

（
正
　
身
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衆
　
生
）

⑫
「
L
や
う
じ
ん
の
弁
才
天
と
げ
ん
じ
、
一
さ
ひ
の
し
ゆ
ぜ
う
を
、
な
ん
ぞ

諸
相
溝
足
せ
ざ
ら
ん
哉
」

（
天
理
本
）

⑲
『
渓
嵐
拾
業
集
』
拳
二
十
六
に
「
以
竜
女
習
弁
財
天
事
」
と
い
う
一
項
が

あ
る
　
（
大
正
蔵
第
七
十
六
巻
）
。

⑯
例
と
し
て
、
『
曽
我
物
語
』
の
「
大
磯
の
虎
」
と
、
曽
我
語
り
を
行
っ
た

女
性
唱
導
者
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑮
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
に
は
、
内
侍
の
神
楽
の
様
子
が
描
か
れ
る
。

「
共
同
の
内
侍
二
人
、
く
ろ
、
釈
迦
な
り
。
か
ら
そ
う
ぞ
く
を
し
、
か
み
を

あ
げ
て
舞
を
せ
り
。
」
　
（
岩
波
文
扁
）
。
ま
た
、
内
相
に
神
が
憑
依
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
「
内
侍
ど
も
あ
つ
ま
り
て
夜
も
す
が
ら
御
神
楽
あ
り
。
ふ
く

る
は
ど
に
。
七
つ
に
な
る
こ
内
侍
あ
る
に
神
つ
か
せ
給
て
。
は
じ
め
は
た
ふ

れ
ふ
し
て
。
時
中
ば
か
り
た
へ
い
り
に
し
。
」
（
『
高
倉
院
厳
島
御
幸
記
』
、

群
持
顆
従
、
十
八
）
。

⑬
西
岡
虎
之
助
氏
『
日
本
女
性
史
考
』
Ⅳ
「
宮
島
の
内
侍
」
。
（
新
評
論
、

完
七
七
年
）
。

㊥
宮
田
正
彦
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
「
瓜
連
町
弘
据
寺
蔵

本
「
七
人
童
子
絵
詞
」
に
つ
い
て
」
、
『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
1
1
号
）
。

⑬
『
七
人
童
子
絵
詞
』
で
、
さ
衣
が
夫
の
も
と
を
去
る
と
き
の
様
子
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。
「
俄
に
北
の
か
た
の
、
御
け
し
き
か
バ
リ
て
も
の
す
こ
く
、

大
し
ゃ
の
か
た
ち
に
な
り
給
へ
は
、
…
…
空
よ
り
く
ろ
雲
ま
ひ
さ
か
り
つ
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（
マ
†
）

∵
北
の
か
た
を
の
せ
ま
い
ら
せ
て
あ
か
り
け
る
。
」
こ
の
黒
雲
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
『
長
門
本
平
家
物
語
』
の
次
の
記
事
と
l
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
（
弘
法
大
師
は
）
天
台
山
に
上
り
、
あ
か
の
水
を
取
っ
て
樋
に
入
れ
て
天

に
投
け
ら
を
黒
雲
来
り
、
是
を
巻
上
げ
て
、
我
朝
高
野
の
蜂
に
置
く
。
…

・
・
定
の
黒
雲
と
画
は
厳
島
の
御
妹
の
よ
ど
姫
の
成
規
な
り
。
」
　
（
巻
五
）
。

黒
雲
に
乗
っ
て
去
る
せ
衣
に
ハ
放
島
神
の
姿
が
感
じ
取
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
．

⑬
「
た
と
へ
ば
、
大
内
の
神
祇
官
と
お
ぼ
し
き
所
に
、
束
帯
整
し
き
上
誼
達

数
多
お
は
も
て
議
定
の
や
う
な
る
事
の
あ
り
L
に
、
末
座
な
る
人
の
、
平
家

の
方
人
し
給
ひ
け
る
と
お
ぼ
し
き
を
、
共
の
巾
よ
り
追
つ
立
て
ら
る
。
彼
の

吾
侍
夢
の
巾
に
、
『
あ
れ
は
い
か
な
る
上
越
に
て
ま
し
ま
し
候
ふ
や
ら
ん
』

と
問
ひ
奉
れ
ば
、
『
厳
島
の
大
明
神
』
と
答
へ
給
ふ
。
」
　
（
『
平
家
物
語
仝

註
釈
』
）
。

⑳
注
⑲
の
続
き
に
は
こ
の
よ
う
な
条
が
あ
り
、
厳
島
神
の
変
化
が
語
ら
れ

る
。
「
『
夫
れ
神
は
和
光
垂
逆
の
方
便
ま
ち
ま
ち
に
ま
し
ま
せ
ば
、
或
時
は

俗
体
私
も
硯
じ
、
或
時
は
又
女
神
と
も
な
り
給
ふ
。
誠
に
厳
島
の
大
明
神
は

三
明
六
通
の
霊
神
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
俗
体
に
現
じ
給
は
ん
事
、
か
た
か
る

べ
き
に
あ
ら
ず
』
と
ぞ
申
し
け
る
。
」

㊨
『
今
昔
物
語
集
』
巷
一
「
般
沙
羅
三
五
百
卯
、
初
知
父
母
語
第
六
」
、
及

び
『
曽
我
物
語
』
巻
六
「
弁
才
天
の
御
事
」
。

〔
付
記
〕
　
『
七
人
童
子
絵
詞
』
の
存
在
と
関
係
論
文
を
御
教
示
頂
い
た
松
本

隆
信
先
生
、
資
料
閲
覧
に
便
宜
を
与
え
て
頂
い
た
茨
城
県
立
歴
史
館
の
方

々
、
成
稿
に
当
た
り
終
始
御
指
導
頂
い
た
和
賀
敬
二
先
生
に
感
謝
申
し
あ
げ

ま
す
。
な
お
、
音
名
、
引
用
文
の
旧
字
体
漢
字
は
、
す
べ
て
私
に
新
字
体
に

改
め
ま
し
た
。
　
　
　
－
－
－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
日
本
霊
異
記
論
1
碑
㌫
と
門
㍍
の
悶
十
－
－
』
　
　
　
守
屋
俊
琵
著

『
日
本
霊
異
記
』
を
中
心
に
、
一
貫
し
て
古
代
の
伝
承
世
界
に
鋭
い
メ
ス
を

振
い
続
け
て
来
た
著
者
の
最
新
の
著
作
で
あ
る
本
書
は
、
三
つ
の
部
分
よ
り
構

成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
、
『
霊
異
記
』
巾
の
幾
つ
か
の
著
名
な
説
話
を
取

り
止
げ
、
説
話
文
学
の
流
れ
の
中
で
『
霊
異
記
』
を
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

特
に
「
若
狭
へ
の
幻
想
　
－
　
討
謡
に
ぶ
け
る
伝
霊
芝
は
、
若
狭
の
ト
ポ
ス
に
注
目

し
、
広
く
若
狭
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
伝
承
基
盤
を
探
っ
た
も
の
で
興
味
深
い
。

第
二
部
で
は
、
『
霊
異
記
』
説
話
の
原
話
を
神
話
学
を
も
踏
ま
え
た
著
者
独
自

の
方
法
で
推
測
し
て
い
る
。
第
三
部
は
、
少
し
視
点
を
変
え
て
『
霊
異
記
』
の

文
学
史
的
仕
訳
付
け
を
考
え
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
副
題
に
あ
る
神
話
と
説

話
と
の
文
学
史
的
な
関
係
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
は
、
興
味
深
い
話
題
を
読
み
易
い
文
章
で
．
ま
と
め
あ
げ
て
お

り
、
若
者
の
今
ま
で
の
研
究
活
動
の
成
果
を
知
る
こ
と
の
山
来
る
手
頃
な
著
作

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
書
第
三
部
の
「
寺
社
縁

起
発
掘
」
、
「
仏
に
変
身
し
た
神
」
な
ど
は
、
最
近
の
説
話
研
究
の
成
果
を
取
り

入
れ
、
『
霊
異
記
』
へ
の
新
た
な
視
座
を
与
え
た
点
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
野
心
的
論
文
集
と
も
い
え
よ
う
。

（
B
6
版
、
二
二
一
ペ
ー
ジ
、
昭
和
六
〇
年
四
月
、
和
泉
書
院
刊
、
和
泉
選

書
1
7
。
三
、
五
〇
〇
円
）
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